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低入札価格調査制度調査対象工事における受注者側技術者の

増員配置の取扱いについて（通知）

このことについて、県発注工事の適正な施工の確保を図るため、平成１７年６月１日以降に入

札公告等を行う工事について、次により取り扱うこととしましたので、本取扱いの対象となる工

事を発注するに当たっては、入札参加者への周知等に遺漏のないようお願いします。

なお、各部局長にあっては、関係各課所に周知してください。

１ 技術者の増員配置を求める工事

監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）の専任配置が義務付けられて

いる県発注工事のうち、秋田県低入札価格調査取扱要綱（以下「要綱」という。）に基づく低

入札価格調査を経て落札した者と契約を締結する工事であること。

２ 増員配置の内容及び技術者の要件

上記１に該当する工事にあっては、当該工事において求められる監理技術者等の要件と同一

の要件（工事経歴に関する要件を除く。）を満たす技術者１名を、監理技術者等とは別に専任

で配置させるものとする。

３ 増員配置される技術者の職務等

増員配置される技術者は、施工中、監理技術者等を補助し、監理技術者等の職務と同様の職

務を行うものとする。

なお、専任配置すべき期間、雇用関係の確認等については、「監理技術者等の工事現場にお

ける専任配置等について」（平成１６年３月３１日付け建管－３０９７本職通知）に準じて取

り扱うものとする。

４ 入札参加者への周知等

本取扱いの対象となる工事（低入札価格調査制度を適用する工事であって専任の監理技術者

の配置を求めるもの）を発注するに当たっては、入札公告及び入札説明書において、上記１に

該当する場合に技術者の増員配置を求める旨を明らかにするものとする（具体的な記載内容に

1



ついては別添記載例を参照のこと）。

なお、本取扱いについては、共通仕様書にも記載する予定であること。

５ 実施時期

この取扱いは、平成１７年６月１日以降に入札公告（公募型指名競争入札又は簡易公募型指

名競争入札に付す工事にあっては入札参加者の公募）を行う工事について適用する。

（平成１８年２月２８日建管－２３４６ 一部改正（平成１８年３月２０日から施行））

（平成１９年３月２９日建管－２４２３ 一部改正（平成１９年４月１日から施行））

（平成１９年９月２７日建管－１３９４ 一部改正（平成１９年１０月１日から施行））
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（別添）

１ 一般競争入札の入札公告の記載例

（「その他」の項目として追加すること）

監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）の専任配置が義務付けられ

ている工事において、低入札価格調査における調査基準価格を下回った価格をもって契約す

る場合には、監理技術者等とは別に、同等の要件を満たす技術者の専任配置を求めることが

ある（入札説明書参照）。

２ 一般競争入札の入札説明書又は条件付き一般競争入札の入札公告の記載例

（「その他」の項目として追加すること）

監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）の専任配置が義務付けられ

ている工事において、低入札価格調査における調査基準価格を下回った価格をもって契約す

る場合は、本工事において求められる監理技術者等の要件と同一の要件（工事経歴に関する

要件を除く。）を満たす者１名を、監理技術者等とは別に専任で配置しなければならない。

なお、増員配置される技術者は、施工中、監理技術者等を補助し、監理技術者等の職務と

同様の職務を行うものとする。

また、当該技術者を配置することとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技

術者等の通知と同様に契約担当者あて通知しなければならない。
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